
タブレット更新について(正副委員長案) 

≪経 緯≫ 

議会で使用しているタブレット・クラウドサービス等については平成 26年度に導入し、令

和元年に更新している。令和６年 10 月 31 日をもってタブレット・クラウドサービスに関す

るリース・通信などの契約が切れることに伴い、次の５年間を見据えた新たなタブレット等

の研究・選定が必要となる。 

 

≪具体的な研究を行うための会議体≫ 

○タブレット更新ＰＴ（プロジェクトチーム） 

 ～ 各交渉会派から１名ずつで構成する（任意） 

 ～ 少人数で機動的に活動できるメリットがある 

 

≪意思決定について≫ 

・基本方針や、具体的な案をＰＴにおいて検討・研究し、議会運営委員会に報告する 

・最終的な決定については、議会運営委員会にて行う 

 

≪スケジュール案≫ 

R5.10 月～11 月 ... PT において基本方針案の作成 

R5.12 月 ......... PT から議会運営委員会に基本方針案を報告⇒決定 

R6.1 月～2 月 ..... PT においてグループウェア等の具体的な導入案の作成 

R6.3 月 ........... PT から議会運営委員会に具体的な導入案を報告⇒決定 

 

 

○基本方針…タブレットの配布方法、グループウェアや会議同期システムを変更するか 

○具体的な案…タブレット、グループウェアや会議同期システムの選定 


